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令和４年７月定例教育委員会会議録 

 日   時  令和４年７月１５日（金） 午後１時３０分～午後３時 

 場   所  秦野市役所教育庁舎３階大会議室 

 出席委員 
教育長 佐藤 直樹  教育長職務代理者 飯田 文宏 

委 員 山 惠一  委 員 牛田 洋史  委 員 小泉 裕子 

 欠席委員  なし 

 委員以外 

 の出席者 

教 育 部 長 原田 真智子 

文化スポーツ部長 宇佐美 高明 

教育総務課長 守屋 紀子 

学校教育課長 坂口 憲 

学校教育課担当課長 上條 秀香 

教 職 員 課 長 古木  学 

 

教育指導課長兼  

教育研究所長 丸野 研二 

生涯学習課長 水島 一葉 

図 書 館 長 山本 英範 

教育総務課課長代理 中村 武史 

教育総務課主事 栗飯原 里史 

 傍聴者  １名 

 会議次第 

 ７月定例教育委員会会議 
 

日 時 令和４年７月１５日（金）  

午後１時３０分        

場 所 秦野市役所教育庁舎３階大会議室  
 

次     第 

 

１ 開  会 

 

２ 会議録の承認 

 

３ 教育長報告及び提案 

(1) 令和４年８月の開催行事等について                

(2) 秦野市議会第２回定例月会議報告について 

(3) 第２回いじめを考える児童生徒委員会について 

(4) 子ども等に関する事案について 

(5) 令和３年度英語教育実施状況調査について 

(6) 第４０回教育研究発表会について 

(7) 公民館における夏休み期間の学習室等開放について               

(8) 夏休み！はだの歴史探検～来て・見て・遊んで はだの歴史博物 

館＆桜土手古墳公園～について 
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 (9) 企画展「夏。丹沢。山小屋に行ってみました。」について 

 (10) 企画展「５つの目でみた表丹沢」について 

 (11) 令和４年度ミュージアムさくら工房「親子まが玉作り教室」につ 

いて 

 (12) ～２０２３震生湖誕生１００年記念写真展～「震生湖 あの日あ 

の時」について 

(13) 秦野市立図書館電子図書館システム導入業務に係る受注事業者

の選定について 

(14) 第３５回夕暮祭短歌大会表彰式について 

 

４ 議  案 
(1) 議案第１４号 令和５年度に使用する小学校の教科用図書の採択につい 

         て 

(2) 議案第１５号 令和５年度に使用する中学校の教科用図書の採択につい 

         て 

(3) 議案第１６号 令和５年度に使用する学校教育法附則第９条による教科 

用図書の採択について 

 

５ 協議事項 

 (1) 令和４年度教育委員会教育行政点検・評価について 

 (2) 秦野市立ほりかわ幼稚園の認定こども園化に係る基本方針につい 

  て 

 (3) 次期学校ネットワークシステム更新方針（案）について 

 

６ その他 

 (1) 令和４年度園・校における防災訓練の結果について 

 

７ 閉  会 

 

 会議資料  別紙のとおり 

 

佐藤教育長 ただいまから７月の定例教育委員会会議を開催いたします。お

手元の会議次第に沿って進めさせていただきます。 

それでは、まず、会議録の承認につきましてですが、御意見、

御質問等ありましたらお願いいたします。 

―異議なし― 

佐藤教育長 それでは、ないようですので、会議録は承認させていただきま

す。 

次に、非公開案件の取り扱いについてでございますが、３、教
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育長報告及び提案の（４）子ども等に関する事案については、個

人情報が含まれるため、また、５、協議事項の（２）秦野市立ほ

りかわ幼稚園の認定こども園化に係る基本方針については、意思

形成過程にあるため、会議を非公開としてよろしいでしょうか。 

―異議なし― 

佐藤教育長 それでは、３の（４）及び５の（２）は非公開といたします。 

それでは、次第３、教育長報告及び提案についてお願いします。 

 教育部長 それでは、報告（１）令和４年８月の開催行事等について、私

から報告いたします。資料No.１を御覧ください。 

７月２６日から８月３１日まで、「夏休み！はだの歴史探検～

来て・見て・遊んではだの歴史博物館＆桜土手古墳公園～」を開

催し、クイズを通して秦野の歴史と文化を学びます。これは初め

ての企画で、後ほど生涯学習課からも御説明いたします。 

８月４日・５日は、第３回新規採用教職員研修会です。４日は、

表丹沢野外活動センター、５日は堀川公民館とはだの歴史博物館

を会場に開催します。 

続きまして、５日～７日は、親子ひろしま訪問団です。３年ぶ

りの実施で、８月６日の「広島原爆の日」に合わせて、親子５組

１０名が広島を訪問し、平和の尊さを学びます。なお、訪問に先

立ちまして、７月１９日に結団式を実施します。 

次に、８月６日からですが、はだの歴史博物館におきまして企

画展を開催します。後ほど生涯学習課より御説明いたします。 

８月８日から１２日は、学校閉庁日です。 

８月１３日は、平和事業としまして、はだの平和の日のつどい、

また、ピースキャンドルナイトを開催いたします。場所は、クア

ーズテック秦野カルチャーホール、旧文化会館でございます。 

８月９日・３０日は、ブックスタート事業で、赤ちゃんに絵本

の楽しさを伝えます。 

８月１７日から９月１５日まで、来年１００周年を迎える震生

湖の写真展を開催いたします。詳細は、後ほど生涯学習課より御

説明いたします。 

８月１７日は、第３回いじめを考える児童生徒委員会です。場

所は堀川公民館で、夏休み以降の取組について話し合います。 

８月１９日は、定例教育委員会会議ですので、御出席をお願い

いたします。 

８月２１日は、はだの生涯学習講座の４回目です。東海大学の

西田洋平氏に、夏休みの課題である読書感想文の書き方を学びま

す。 



 4 

８月２２日は、第４０回教育研究発表会です。中学校区ごとに

会場を設定し、オンラインにより実施いたします。 

８月２４日は、園長・校長会で、今回、小中学校は、校長を対

象に開催いたします。 

同じく８月２４日は、環境教育研修講座があります。「エコキ

ッズはだの」の担当者を対象に、東海大学の岩本教授を講師に、

オンラインでの研修を実施いたします。 

８月２９日は始業式、また、３０日は、各園校におきまして防

災訓練として避難訓練を実施いたします。 

８月の行事予定は以上でございます。 

佐藤教育長 では、続いて、議会の報告をお願いします。 

 教育部長 それでは、続きまして、報告（２）秦野市議会第２回定例月会

議の報告をいたします。資料№２－１を御覧ください。 

第２回定例会は６月２日から６月２１日までの２０日間の会期

で開催され、市長提案の議案は、秦野市手数料条例の一部を改正

することについてほか３件、報告案件８件がありました。議案に

つきましては、いずれも可決でございます。 

そのほか、議定議案３件、陳情４件の審議が行われました。ま

た、各常任委員会、予算決算常任委員会、一般質問等が記載の日

程で行われました。 

それでは、私からは、教育部関係について説明させていただき

ます。 

資料をおめくりください。文教福祉常任委員会でございます。 

古木勝久委員から、小中学校安全確保対策事業費について、照

明設備のＬＥＤ化や窓ガラスへの飛散防止フイルムの執行計画に

ついて御質問がありました。また、佐藤文昭委員からは、学力向

上推進事業費につきまして、事業の課題や本市の学力状況につい

ての御質問がありました。質疑応答の詳細につきましては、記載

のとおりです。 

次に、４ページからは、一般質問でございます。 

教育部の所管といたしましては、高橋文雄議員をはじめ１３人、

１５項目の質問がございました。内容につきましては資料に記載

のとおりですが、補足させていただきます。 

１２ページを御覧ください。佐藤文昭議員から、入学支援金制

度につきまして、現在３月に支給しておりますが、さらに前倒し

支給できないかとの御質問がありました。これにつきまして、中

学１年生は前倒し支給が可能であるとお答えいたしましたが、小

学１年生につきましても前倒し支給を現在検討中でございます。
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また、副教材費等が高額であるとの御質問があり、これに対して

は、毎年、各校に通知をし、保護者の負担軽減に配慮するようお

願いしているとお答えしております。 

また、１５ページを御覧ください。大野祐司議員から、令和３

年度英語教育実施調査をもとに、生徒と教師それぞれの英語力向

上の取組等について御質問があり、お答えいたしました。 

なお、英語教育実施調査の結果と分析につきましては、後ほど、

資料４をもとに教育研究所からの御報告があります。 

私からは以上でございます。 

 文化スポーツ部長 私から、文化スポーツ部が所管しております教育費にかかわり

ます質疑を報告させていただきます。このつづりの最後、資料№

２－２、１ページを御覧いただければと思います。 

一般質問がございまして、谷和雄議員から、はだの歴史博物館・

桜土手古墳公園のさらなる利活用について質問がございました。

一次質問では、歴史博物館への移行の変遷を踏まえ、今後どのよ

うに生かしていくのか、また、桜土手古墳公園をどのように活用

していくのか、そして、二次質問では、文化財や歴史資料に触れ

る楽しみについて、今後どのように取り組んでいくのかといった

質問がございまして、記載のとおり回答させていただいておりま

す。 

私からは以上となります。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

私からは、（３）と（５）（６）について御報告いたします。 

はじめに（３）第２回いじめを考える児童生徒委員会について、

資料№３を御覧ください。 

今年度の第２回目となる委員会は、資料中段にもございますと

おり、６月５日日曜日、ここ教育庁舎を会場としまして開催しま

した。ふれあいタイムに続きまして、第１回の振り返りを行うと

ともに、会の後半では、中学校ごとの新たな取組について協議を

行い、その後、代表者が協議内容を全体に発表し情報共有を図り

ました。右下の写真にもございますが、閉会に当たり、御参加い

ただいた秦野市ＰＴＡ連絡協議会、諏訪会長の総評を熱心に聞き

入る児童生徒の表情が大変印象的でございました。 

会を終えて、児童生徒からは、「温かく発言しやすい雰囲気だ

った」「小学生の面白過ぎる発想に圧倒された」という中学生の

意見や「中学生が優しく聞いてくれたので発言しやすかった」と

いう小学生の感想も寄せられております。 

なお、先ほど教育部長からもお話がありました第３回委員会は、

引き続き、新型感染症対策をとりながら、８月１７日水曜日に秦
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野市立堀川公民館にて実施を予定しており、第２回で話し合われ

た中学校区ごとの取組について、具体的な方法を協議する予定で

ございます。 

続きまして、（５）令和３年度英語教育実施状況調査について、

資料№４を御覧ください。 

本調査は、文部科学省が各都道府県の英語教育の実施状況を把

握し、今後の英語教育の充実や改善等の検討の参考にするために、

公立小・中・高等学校を対象に毎年実施しているものでございま

す。調査項目は全部で１７項目となりますが、今回は４項目を重

点項目として、中学校英語科の管理職５名の意見等も踏まえ、分

析結果としてまとめたものでございます。 

はじめに、１の（１）生徒の英語力の状況につきましては、Ｃ

ＥＦＲ Ａ１レベルの生徒については前回より３．８ポイント向

上しているものの、国が目標としております５０％にはまだ届い

ていない状況でございます。一方で、指標となるＣＥＦＲ Ａ１

レベルは、抽象的な複数の基準が用いられているため、本市では、

英検３級の取得状況のみを調査対象としていましたが、今後、市

としましても調査方法を検討すべきという意見をいただいており

ます。 

また、（２）（３）の小中学校それぞれの授業における英語に

よる言語活動時間の割合については、小学校では、今年度６名、

１１校まで英語専科教員を増員いたしまして言語活動の充実を図

ってまいりました。中学校３年生の割合が５０％と著しく低くな

っておりますが、調査の実施日である１２月から１月、ちょうど

コロナ禍で入試を控えている中、グループでの活動、グループワ

ーク等を見合わせたことが、この数字に反映されていると分析し

ております。 

次に、（４）英語担当教師の英語力の状況についてに関しまし

ては、ＣＥＦＲ Ｂ２の英語担当教師については、５０％という

国の目標にはまだ届いておりませんが、各種検定試験の受験には

準備時間の確保、また休日の受験機会の確保、そのためには部活

動などの働き方改革が必要になるのではと見ております。 

最後に（５）中学校から見た英語教育に関する小中連携の状況

及び取組内容につきましては、新型感染症対策を優先した影響が

大きく出ていると分析しており、今後は、現在進めております小

学校教科担任制を軸に、小中一貫した英語力の向上が必要と見て

おります。 

２の今後の取組につきましては、本市では、長年にわたり大学
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や地域と連携しながら英語教育の充実を図ってきております。令

和元年度の全国学力・学習状況調査では、話すこと調査を含め全

国平均と同等の結果になっております。これまでの取組を継続す

るとともに、デジタル教科書も導入されております。ＩＣＴを活

用した指導方法についても、東海大学等の御助言をいただきなが

ら、英語力の向上を目指して参りたいと思っております。 

続きまして、（６）第４０回教育研究発表会について、資料№

５を御覧ください。 

日時につきましては、資料にもございますとおり、８月２２日、

中学校区ごとに会場を設定しましてオンラインにより実施いたし

ます。第一部、第二部は、研究発表としまして、資料中、４にご

ざいます内容でそれぞれ発表をいただき、第三部では、テーマや

具体的な手法も含め中学校区ごとに設定し、グループ討議をする

流れとなっております。 

なお、資料にはございませんが、義務教育学校の設立等に精通

されております東京大学大学院教育学研究科の藤江康彦教授にオ

ンラインで御参加いただき、当日の発表内容について御助言をい

ただく予定となっております。 

参加につきましては、例年と同様に、希望する園小中の先生を

はじめ、教育委員の皆様にもぜひ御参加いただければと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

私からは以上です。 

 生涯学習課長 それでは、私からは、（７）から（１２）まで、４件を一括し

て御報告させていただきます。 

それでは、まず（７）の公民館における夏休み期間の学習室等

の開放についてでございます。資料№６を御覧ください。 

こちらは、夏休みの期間中に、主に小中学生を対象として公民

館施設を開放し、小中学生の居場所づくり、公民館施設の空き時

間の有効活用、空調の効いた場所での学習活動の効率的支援のた

め、本町公民館と南公民館を除く市内９館の公民館で実施いたし

ます。 

日程については、７月２１日から８月２８日までとなっており

ますが、現在、東海大学のティーチングクオリフィケーションセ

ンターの古里先生を通しまして、大学生のボランティアの募集に

ついて調整しているところでございます。コロナの状況にもより

ますので、ボランティアが何人集まるかどうか、現在のところ未

定でございますが、ボランティアに参加してくれる大学生がいた

場合には、大学に近い鶴巻公民館でのボランティアをお願いする
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方向で現在調整しております。公民館によっては、開放する日に

ち、部屋、場所などに違いがございますが、資料№６の１ページ

から２ページにかけて日程等を掲載しておりますので、御覧くだ

さい。 

次に、資料№７を御覧ください。「夏休み！はだの歴史探検～

来て・見て・遊んで はだの歴史博物館＆桜土手古墳公園～」に

ついてでございます。 

こちらは、はだの歴史博物館と桜土手古墳公園の魅力を市内外

に発信し、知名度の向上を図るため、また、博物館と公園を一体

的に利用するイベントとして、今年度初めてクイズラリーを実施

することとしました。参加者には、はだの歴史探検隊となってい

ただきまして、博物館と古墳公園で探検をしながらクイズに挑戦

していただきます。クイズを通して秦野の歴史と文化を学ぶこと

ができる内容となっております。参加者全員にオリジナルのクリ

アファイルを、全問正解者にはオリジナルの不織布バッグをプレ

ゼントする予定でおります。 

実施期間は７月２６日から８月３１日まで、事前申し込み等は

不要で、子どもを対象としているクイズラリーとなっております

が、大人の方でも御参加いただけます。ただし参加費用は３００

円となっております。 

次に、資料№８を御覧ください。歴史博物館の企画展、「夏。

丹沢。山小屋に行ってみました。」についてです。 

８月１１日の山の日に合わせて、丹沢の山小屋の過去から現在

までの写真と関連資料を展示しまして、山小屋の歴史等を紹介す

るとともに、丹沢の魅力を広く知っていただく内容となっており

ます。観光協会、山小屋組合の組合員の皆様から御協力、御提供

いただきました山小屋の写真をはじめ、昭和の時代にあった丹沢

写真コンクールの応募写真など、歴史博物館所蔵の写真や昭和時

代の冊子、山小屋の手拭いなどを展示する予定です。 

また、昨年３月にオープンしましたヤビツ峠レストハウスとも

連携し、相互に写真を提供し合いまして、丹沢の未来に向けた取

組等を紹介する予定でおります。会期は明日７月１６日から９月

２５日までで、会場は歴史博物館第二企画展示室となっておりま

す。 

次に、資料№９、こちらもはだの歴史博物館の企画展になりま

すが「５つの目でみた表丹沢」についてです。 

こちらの企画展につきましても山の日に合わせた企画展となっ

ております。丹沢を５つの視点で捉え、展示により山の魅力を広
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く伝えていくという内容になっております。こちらの展示は８月

に入ってからになりますが、８月６日から１０月１０日まで、歴

史博物館第一企画展示室で開催いたします。 

資料№８と９の企画展のポスターやチラシにつきましては、公

民館、文化会館、図書館、小中学校以外に、小田急４駅、県立秦

野戸川公園、ヤビツ峠レストハウスにも配架をお願いしておりま

す。 

続きまして、資料№１０、「親子まが玉作り教室」についてで

す。 

こちらは、毎年、夏休みの期間に開催している親子向けの教室

になりますが、毎年大変御好評いただいている内容となっており

ます。７月２７日から３０日までの期間におきまして、小学校３

年生から６年生の児童とその保護者ということで、まが玉をつく

って体験するという教室となっております。 

最後に、資料№１１、～２０２３震生湖誕生１００年記念写真

展～「震生湖 あの日あの時」についてです。 

震生湖につきましては、去年３月に国登録記念物に指定登録さ

れましたが、大正１２年、関東大震災でできた堰き止め湖という

ことで、来年、令和５年９月１日をもって１００周年を迎えるこ

とになります。それに伴いまして、プレイベントということで、

８月１７日から９月１５日までの期間に、はだの歴史博物館と南

公民館、南が丘公民館の３館で同時に写真展を開催いたします。

震生湖の歴史をたどる写真ということで、各会場、異なる写真を

１０枚ずつ展示する予定でございます。 

それと同時に、この会期の期間中に、９月１０日になりますが、

震生湖をめぐるウォーキングツアーを博物館としても企画してお

りますので、また、そのことについては、来月、御紹介できれば

と思っております。 

私からは以上です。 

 図書館長 次に、図書館から、（１３）及び（１４）について御説明いた

します。 

まず、（１３）秦野市立図書館電子図書館システム導入業務に

係る受注事業者の選定について、資料№１２を御覧ください。 

本年１０月から導入を予定している電子図書館ですが、そのシ

ステムを提供する事業者を企画提案型方式、いわゆるプロポーザ

ル方式により選定するに当たり、事業者が提案した内容を評価す

るための審査会を設置し、選定経過にあるとおり選定を行いまし

た。６月２２日に事業者によるプレゼンテーション及び審査会で
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の最終審査を行い、株式会社図書館流通センターを受託候補事業

者として選定しました。 

なお、審査会からの答申を資料の２枚目に添付していますので、

御確認ください。 

今後は、資料１枚目の裏面のとおり、電子図書館システムの構

築作業に入るとともに、市民への周知や職員の研修、電子書籍の

選書など、１０月１日からの運用開始に向け準備を進めていきた

いと思います。 

次に、（１４）第３５回夕暮祭短歌大会表彰式について、資料

№１３を御覧ください。 

郷土の生んだ歌人、前田夕暮の功績をたたえ、短歌に親しんで

いただく機会として、全国の短歌愛好者などから作品を募集し、

優秀作品を表彰する夕暮祭短歌大会を昭和６２年度から開催して

おります。 

３５回目となる今回は、２月から４月末までの約３か月間にわ

たり募集しましたところ、４６都道府県及び海外から、合わせて

７６６名の方からの応募がございました。６月２日に、選者であ

る山田吉郎先生と寺尾登志子先生による選者会議を開催しまし

て、市長賞、教育長賞ほか、全２５の入賞作品を決定しました。

入賞作品については資料に記載のとおりとなっております。 

あわせて、本日、全応募作品を掲載した作品集を配付させてい

ただきましたので、お時間があるときにぜひ御覧になっていただ

ければと思います。ちなみに、７６６名のうち、市内在住の方の

御応募は１６０名、全体の約２割、そのうち入賞者は５名となっ

ております。 

また、子ども短歌大会の選者をお願いしている古谷円さんに短

歌の出前講座を行っていただきました南が丘中学校からは、学校

の先生を含め８９名の応募をいただいております。 

表彰式は、今月２３日に図書館の視聴覚室で行い、表彰式終了

後には、この短歌会の選者である山田吉郎先生に「『日光』時代

の前田夕暮―白秋・迢空との交流をめぐって―」と題して講演を

していただく予定となっております。 

以上です。 

佐藤教育長 説明が終わりました。 

それでは、教育委員の皆様から御意見、御質問等ありましたら

お願いしたいと思います。 

委員 資料№２－１の古木委員の御質問に関してですけれども、ブラ

ウン管のテレビを撤去したということですが、バスケット用のゴ
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ールなどもあると思うのですが、それも同様なのでしょうか。 

 教育総務課長 バスケットゴールにつきましては、屋外、体育館などに設置し

てあるものですけれども、こちらは体育の授業で使うものですの

で、そういったものについては撤去していないという状況になり

ます。 

佐藤教育長 よろしいですか。 

ほかはいかがでしょうか。 

飯田委員 私も議会報告の中で４ページ、高橋文雄議員が新型感染症につ

いて御質問されているのですが、今、第７波ということで、新型

感染症に対する考え方や対応も変わってきているかと思っていま

す。今はちょっと涼しくなってきたのですが、暑いころはエアコ

ンを使われていたと思うのですけれども、そういったときの換気

などの対応は、各学校でどのようにとられていたのでしょうか。 

 学校教育課長 学校でエアコンを使うときにも、少しずつ窓を開けてというこ

とでお願いはしているところです。斜めにあけていただくと風が

よく通るということなので、そういう情報も提供しながら学校で

対応していただいております。 

佐藤教育長 ガイドラインのほうに具体的に図解で示してありまして、割と

初期のころから換気ということは徹底しているかと思います。 

ほかはいかがでしょうか。 

委員 佐藤委員に戻るのですけれども、３ページの質問の中で、非認

知能力の育成ということを答えられておられると思うのですが、

小学校の３・４年生、中学校の１・２年生に拡大していくと。今

年は小学校４年生と中１ということだったのですけれども、非認

知能力って、幼児期がすごく重要だということだと思うので、例

えば小学校入学直後の生徒に対する調査とかということは考えて

おられないのでしょうか。非常に重要なことだという気がするの

ですけれども。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

非認知能力は、 委員のおっしゃるとおりだと思っておりま

す。今回、学びの基盤プロジェクトの業務委託でお願いしている

部分に関しましては、調査形態が小学校４年生からとなっており

ますので、その形に合わせて実証しております。ただ、 委員

がおっしゃったとおり、園または小学校低学年で非認知能力の醸

成は、もちろん学力を支える大きな基盤になっておりますし、今

後なっていくと考えられておりますので、そういったところの取

組も、また今後検討してまいりたいと思っております。 

以上です。 

佐藤教育長 ほかはいかがでしょうか。 
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牛田委員 私は、議会報告で、質問内容、そして、それに対しての答弁内

容を拝見させていただいて、感想兼ということで少し触れていき

たいと思います。特に回答は要りませんので。 

まず、４ページの一般質問、吉村議員の大根幼稚園の旧園舎の

活用についてということで、部長から、地域からは、公民館や図

書館のような公共施設としてほしいというような意見もいただい

ているということが答弁されていました。私も、確かに大根公民

館は建物の老朽化も進んでいますし、あそこは駐車場も狭いので

すので、確かに旧大根幼稚園舎の跡地に移転してもいいのかなと

いうような、１つの選択肢として考えられてもいいかと感じまし

た。ただ、公民館については、これから学校施設の一体化という

ところもありますので、その中で検討されていくような考え方も

あるのかなと。これは感想です。 

それから、２つ目は、中村議員の成人年齢引き下げにおける、

いわゆる主権者教育のことで、私も、先だって参議院選挙があり

まして、１８歳、１９歳の投票率が極めて低いということで、本

当にこれで将来の日本は大丈夫なのかというようなことを感じた

のですね。やはりこれは道徳と同じように、様々な機会、全ての

教育学校を通じて政治や社会に対して関心を持つような、子ども

たちに対してのそういった働きかけは大切ではないかということ

を感じました。 

先だってのテレビで、１つの例ですが、全国には、本市にも子

ども議会が毎年企画されていますが、市によっては、市が、子ど

も議会にある一定額の予算を示して、そして、子どもたちが、そ

の予算の使途について議論をして、実際にそれが執行されたとい

うようなことが放映されていました。こういう風に、自分たちで

議論して、そして、それが結果として市民のために、あるいは自

分たちのために役立っているという、そういった経験を踏まえて、

社会に、あるいは議会に、政治に対して関心を持たせていく１つ

のきっかけに確かになっていくのかなというようなことを感じま

した。 

もとに戻りますが、参議院選挙の投票率も、１８歳、１９歳の

若い世代の投票率が速報値で３４．４９％だそうです。３５％に

届かない。全体の平均では５２％ということで、全体に１８％も

及ばないということなんですね。とても危機意識を持ちました。 

それから、３点目ですが、１０ページの八尋議員ですが、休日

における中学校部活動の地域移行ということで、三次質問で、試

行から見えた課題は何かということに対してで、指導者の問題、
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謝礼の問題、それから保護者の理解、そして、最後に教職員の部

活動に対する意識の差があるということで部長答弁されていま

す。その教職員の部活動に対しての意識の差という流れの中で、

教職員の一部には、部活動の教育的な意味を大切にしているとい

うようなことを考えている先生方も一定数いらっしゃるというこ

とで、確かに私もそのとおりだと思います。ただ、この辺のとこ

ろは国も、教職員の間でも教育効果があるのだ、一定の効果があ

るのだということで、教職員が部活動に依存せざるを得ないよう

な状況について、こういう表現を使わざるを得ないような、何か

そういう苦しさを感じるのですね。 

国が、これから今後の方向についてしっかり議論して進めてい

くということですが、ぜひ、ひとつ「部活動」という表現を将来

的には考えていく必要があるのかなと感じているところです。国

の教職員の働き方改革等の流れの中でのことも踏まえて、しっか

りした方向性を示してもらいたいなと感じました。 

それから、野々山議員の修学旅行についてのことですが、これ

は１５ページでしょうか。二次質問の中で、体調不良の対応で、

保険で補償されるのかという御質問の部長答弁の中で、保護者が

旅行先まで来る費用が「緊急対応費用保険金」として支給される

こととなり、保護者の費用負担の軽減を図っているということで、

これはとてもいいことだと思ったのですね。これは前からあった

のか、少なくとも私が現職のときにはこのような補償はなかった

ような記憶があるのですが、学校管理職の間でも承知していない

管理職もいられるかもしれないので、こういう対応ができます、

保険対応ができますということを管理職の方にも改めてお知らせ

されるといいのかなということを感じました。 

最後に、大野祐司議員が英語の関係で質問されていますが、こ

れは、次の資料№４のところで触れていきたいと思います。 

議会の関連については以上です。 

佐藤教育長 ほかにいかがでしょうか。 

委員 修学旅行はこれから小学校が始まると思いますが、慎重な対応

をされることとは思います。中学校の修学旅行時に保険に加入し

ていますが、体調不良者というのは、どの程度出たのですか。 

 学校教育課長 中学校は５月に９校全て終わっておりますが、１人か２人具合

が悪くなった生徒がいたという話は聞いております。ただ、感染

症ではないということでした。 

佐藤教育長 よろしいですか。 

ほかはいかがでしょうか。 
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委員 谷議員の情報モラル教育についてありますけれども、私はＳＮ

Ｓノートというものが何だかわからなくて、東京ＳＮＳノートと

いうのを調べてみたのですけれども、内容は非常に立派なので、

これは教材としてはいいなと思っていたのですが、非常に詳細過

ぎるような気がしたのです。それで、実際にこれをどのような方

法で利用されるのかちょっと疑問に思ったものですから、その辺、

何か方針等がありましたら教えていただきたいと思います。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

今お話しいただきましたＳＮＳノートに関しましては、株式会

社ＬＩＮＥと提携いたしまして、もともとＳＮＳノートになるよ

うな、基盤になるようなものがあるのですが、各地区の実態に応

じてということで、秦野版というものを今編集していただいてい

るところです。最終的には、今、子どもたちに１人１台のタブレ

ットが配られていますので、タブレットの中に入れながら、各学

級、学年、学校、それぞれの子どもたちの発達段階に応じて、そ

の中をピックアップする形で子どもたちに指導していくような形

になるかと思っております。 

以上です。 

佐藤教育長 少し秦野市版にアレンジしている、取捨選択しているというこ

とですね。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

はい、そのとおりです。 

 

佐藤教育長 ほかはいかがでしょうか。 

牛田委員 それでは、資料№４についてよろしいでしょうか。令和３年度

英語教育実施状況調査についてということですが、１ページの

（２）（３）で授業における生徒の英語による言語活動時間の割

合が、（３）としては小学校、（２）は中学校ですが、割合が出

ています。これはどういう算出方法をされたのか、それと、この

割合をどう計算されたのかということがわからないので、教えて

いただきたいのですが。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

文部科学省から、先ほどお話ししましたとおり、調査のもとに

なるデータが来ております。各校で実際に言語活動の時間として

入れた割合を恐らく回答しているのではないかと思うのですが。 

牛田委員 つまり選択があるということでしょうか。１授業時間の中で 

３０分とか２０分とか回答者が選んで、そして、その割合の平均

値を出しているのでしょうか。質問紙がないからわからないと思

うけれども、どういう質問のされ方をして、どういうふうにこの

割合を出されたのかなと思ったのです。これは難しいなと思って

ね。 
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佐藤教育長 後ほど確認して。ただ、御指摘いただいたように、ここは英語

科の管理職の方が多いので、これについて意見照会した、データ

を見ていただいたのですけれども、主として、調査手法を検討す

べきという意見が出ているということは、やはり学校間によって

基準が少し曖昧だったのではないかということでこういう意見に

なっています。後ほど回答させていただきます。 

ほかにいかがでしょうか。 

牛田委員 この件で、この流れで、次のページの（４）英語担当教師の英

語力の状況ということで、ＣＥＦＲ Ｂ２というところで、秦野

市は、令和３年度３３．３％ということで、国が目標としている

５０％には及ばないということで、そうかな、これが今の状況な

のかなということを私は感じたのです。 

それで、先ほどの大野議員のところでも、１６ページでしょう

か、英語担当教師の英語力はどのように測定するのか、そして、

五次質問では、資格・検定試験の受験料の助成はあるのかという

質問があったわけですけれども、私は、このＣＥＦＲ Ｂ２とい

うのは、どのくらいの英語力なのかということでちょっと調べて

みたんです。そうしたら、かなり高度なんですね。非常に高い。

驚きました。そのＢ２の到達目標の一覧だけを私、メモしてきた

のだけど、読んでみると、こんなことが書いてあります。「自分

の専門的分野の技術的な議論を含め、抽象的な話題でも具体的な

話題でも複雑な文章の主要な内容を理解できる」。これはとても

レベルが高いと思うのですね。 

私は、もちろんＣＥＦＲ Ｂ２に向けて研修をして、自分の英

語力を磨くことはとても大切なことなのだけれども、小学校、中

学校で英語を教えるに当たって、ここまでの高い英語力が果たし

て必要なのかなということも感じたのですね。翻訳家とか通訳で

すとか、あるいは外交官とか、あるいはまた商社勤務とか、本当

に高い英語力がないと仕事にならないような職業であれば話は別

なのだけれども、果たして小学校、中学校の先生方にここまでの

英語力を求めるのは非常に過重負担ではないか。もちろん、それ

に向けて研修とかをやって英語力を高めていくという姿勢は大事

だと思うけれども。 

でも、そういうことと、１つ合わせてという言い方がいいか、

一方ではという言い方でいいのか、楽しくわかる、しっかりと英

語力が身につく、そういう指導法、技術的な指導法について、英

語の先生方には、しっかりとその力を、指導力を磨いていってほ

しいということを感じました。これは感想です。 
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佐藤教育長 ありがとうございました。 

飯田委員 私も、今の資料№４、（４）の英語担当教諭の英語力というこ

とで、今コロナになってしまったのですけれども、前は２名だか、

海外派遣に先生方が行っていられたと思うのですが、次のページ

には、教育研究発表で何か発表されていたのがちょっと記憶に残

っているのですが、今後そういった派遣する事業とか、先生方が

海外に行って生の英語に触れられることはすごくいいことだと思

うので、予算もあると思うのですが、その辺の事業がまた復活す

るのか、お考えをお聞かせください。よろしくお願いします。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

パサデナへの派遣という形でよろしいですか。 

 

飯田委員 先生方が海外へ研修で行かれたのをちょっと、すみません、う

ろ覚えなのですけれども。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

そんな取組も過去ございました。今はちょうどコロナがありま

して、なかなか海外渡航が難しい状況にあると聞いております。

また、今後そういったコロナ等の様子も見ながらという状況には

なるかと思います。 

佐藤教育長 パサデナは文化スポーツ部で所管していて、こちらに依頼が来

てという流れなので。あと、坡州市の英語村もそうですかね。今、

教育委員会にいる指導主事も行かせていただいたり、そういうチ

ャンスがあれば、ぜひ活用したいというところですけれども。 

またもう一つ、派遣時期によって、先生方の校務との兼ね合い

が常に出てきますので、その辺のバランスを見ながらということ

で考えたいと思います。 

ほかはいかがですか。 

小泉委員 資料№７、夏休み！はだの歴史探検ですけれども、毎回、チラ

シがとても見やすくていいなと思っているのですが、７、その他

のところに、「小学生を対象としたクイズラリーですが、子ども

から大人まで、秦野の歴史と文化に興味のある方はどなたでも御

参加いただけます」と書いてあるのですが、チラシのほうには対

象者が書いていないのですね。多分小学校あたりに配布されるの

だろうと思うので、小学生のお子さんがたくさん夏休みを使って

行かれると思うのですけれども、「子どもから大人まで」という

ところも入っているので、その辺も書かれていると、誰でも参加

していいのかなという気持ちになるかと思いました。すみません、

感想です。 

もう１点は、先ほど、夏休みに公民館等のお部屋を何部屋か子

どもたちの学習の場として開けてくださるという話でしたけれど
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も、その中で、大学生のボランティアをお願いして、鶴巻公民館

あたりにその方たちに入っていただきたいということだったので

すが、私が小学生のころに、近所のお姉さんが、集会所で近所の

子どもたちを集めて夏休みのお勉強を見てくれたことがあったん

です。その思い出がすごく残っているので、できたらそういうサ

ポートしてくれる大人の方、大学生とか高校生とかが入るといい

なと思っていたのですけれども、その辺も考えてくださっていた

ので、ありがたいなと思います。できれば全公民館あたりに広が

っていけばいいのかなと思いました。 

 生涯学習課長 チラシについて、今日、広報にも一覧で博物館の状況を掲載し

ていただいているのですが、大人から子どもまでという表記はし

ていません。内容的には子ども対象という形にはなっているので、

その辺は、今後の事業を展開していくときに、チラシ等の表記は、

御意見を参考にさせていただきたいと思います。 

あと、学習室の開放のほうですけれども、基本的には、ボラン

ティアが何人来るか今わからない状況です。ここでコロナが第７

波に突入したところでございまして、現時点では、東海大の先生

から今、学生に聞いていただいており、実際どこまで応募してく

れるボランティアがいるかどうかはわからないですが、公民館の

空いている部屋を有効活用というところもありまして、基本的に

自習という形でとっています。 

この事業も毎年やっているのですけれども、またいろいろな意

見をお伺いしながら、より良いものにしていけるように、関係部

署などとも話をしながら進めていけたらと思っております。 

ありがとうございます。 

小泉委員 子どもたちも、そういう場で異年齢の交流とかもできるかと思

うので、勉強が主題ですけれども、その中で教え合うとか、そう

いう活動もできてくると、子どもたちのつながりとか情操面でも

いいかと思うので、ぜひ来年以降も続けていただけたらと思いま

す。 

佐藤教育長 ありがとうございます。 

ほかはいかがでしょうか。 

牛田委員 今回、資料№６から資料№１１まで生涯学習課関連のイベント、

催し物が紹介されています。秦野市の自然、文化、歴史の特色を

生かして、市民ニーズ、子ども目線に立った取組やイベントを一

生懸命工夫されているスタッフの皆さんの熱意が感じられまし

た。本当に夏のイベントが盛りだくさんで、お忙しいだろうなと、

お忙しい季節を迎えるのだろうと思いました。 



 18 

以上です。 

佐藤教育長 生涯学習課長は、連絡してもなかなかつかまらなくて。熱意の

あらわれだと思います。 

ほかはいかがでしょうか。 

委員 資料№１２に関してですけれども、業者が２者応募されて、１

つは「資格を有していないことが判明した」と書かれているので

すが、この業者はそれに気づかなかったわけですか。その辺が非

常に不思議だなと思ったので、ちょっとお聞きしたいのですけれ

ども。 

 図書館長 今回、Ｂ社と表現している事業者ですが、参加資格を具体的に

言いますと、入札などに参加する登録名簿が市にあるのですが、

その中に、今回の私どもの電子図書館については、情報処理事業

といった分野になっていまして、そこに登録している事業者につ

いては参加できますという条件を１つつけておきました。 

今、委員がおっしゃったように、この事業者は、今回の電子図

書館の公募をする以前から、積極的に自分の会社のＰＲというか、

そういったところをしてきていただいていた事業者でもあったの

で、公募をすることになるとそういった条件が必要になりますと

いうことは、あらかじめ伝えてはあったのですが、会社の方の事

務の不手際というか、その手続を失念しているということが公募

を始めた後から判明したものですから、残念ながら、今回はそう

いう結果になってしまったということです。 

佐藤教育長 よろしいですか。 

何度か担当からアナウンスしたのですけれども、結果としてそ

ういうことだったということです。 

ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

それでは、次に、議案でございます。 

議案第１４号「令和５年度に使用する小学校の教科用図書の採

択について」の説明をお願いします。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

令和５年度に使用する小学校の教科用図書の採択について、お

願いいたします。 

小学校の教科用図書につきましては、無償措置法施行令第１４

条により、令和２年度から令和５年度まで４年間は継続して同一

の教科書を採択しなければならないこととされております。昨年

度から本年度に関しまして、発行者等の問題もなく教科書が配布

されており、来年度は４年目でございますので、令和５年度の小

学校教科書は、資料のとおり報告をさせていただきます。 

以上です。 
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佐藤教育長 継続ということでございますので、よろしいですか。 

それでは、議案第１４号につきまして、原案のとおり可決する

ことに御異議ございませんか。 

―異議なし― 

佐藤教育長 よって、議案第１４号は原案のとおり可決されました。 

続いて、議案第１５号の説明をお願いします。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

議案第１５号「令和５年度に使用する中学校の教科用図書の採

択について」の説明をいたします。 

中学校の教科用図書につきましては、令和２年度に採択を行い

ました。そのため、先ほどの小学校の教科用図書の仕組みと同様

に、中学校の場合は、令和３年度から令和６年度まで継続するこ

ととなります。中学校につきましても、昨年度から本年度に関し

まして、発行者等の問題もなく教科書が配布されており、来年度

は３年目でございますので、令和５年度の中学校教科書は、資料

のとおり御報告をさせていただきます。 

以上です。 

佐藤教育長 報告がございました。 

これにつきましても、特に御意見、御質問ございませんか。 

―特になし― 

佐藤教育長 それでは、議案第１５号については、原案どおり可決すること

に御異議ございませんか。 

―異議なし― 

佐藤教育長 ありがとうございます。 

よって、議案第１５号は原案のとおり可決されました。 

続きまして、議案第１６号「令和５年度に使用する学校教育法

附則第９条による教科用図書の採択について」の説明をお願いし

ます。 

 教育指導課長兼 

  教育研究所長 

令和５年度附則第９条法についてですが、他の教科用図書と大

きく性格が異なるものでございます。ここで説明させていただく

教科書は、主に特別支援学校及び特別支援学級で学習している児

童生徒が使用するものでございます。児童生徒によっては、知的

発達の後れや障害の状況によって、在籍する学年の教科書ではそ

の児童生徒の日ごろの学習活動に沿わない場合がございます。こ

うした状況の児童生徒に対して、特別に編集されたものや一般図

書を提供して、その児童生徒の状況に合わせた教科用図書の使用

を認めるものでございます。 

手続的には、小中学校の特別支援学級の担任が、保護者と話し

合い、必要であれば、保護者の了解を得て、児童生徒の実態とと



 20 

もに必要な図書を選定し、教育委員会に書類で報告いたします。

これを受けまして、選定した図書が、本当にその児童生徒の教科

用図書としてふさわしいかどうか、教育委員会の指導主事が確認

をいたしまして資料を作成いたします。この資料をもって教育委

員会会議で承認された場合、児童生徒が来年度に使用できる教科

用図書に認定され、来年４月に供給されることになります。 

以上です。 

佐藤教育長 今、説明がございました。ほかの１４・１５号とはちょっと趣

が違うということでございますが、現場の先生方がお考えになら

れて、教育委員会で確認をしたものが今出ている。 

御意見、御質問等ございますでしょうか。 

―特になし― 

佐藤教育長 よろしいですか。 

それでは、議案第１６号につきまして、原案のとおり可決する

ことに御異議ございませんか。 

―異議なし― 

佐藤教育長 では、議案第１６号は原案のとおり可決されました。 

続きまして、協議事項の（１）令和４年度教育委員会教育行政

点検・評価について」、説明をお願いいたします。 

 教育総務課長 協議事項（１）令和４年度教育委員会教育行政点検・評価につ

いて御説明いたします。 

点検・評価につきましては、これまでの教育委員会会議におい

て、本日お配りしております報告書の１２ページまでの協議が終

了しており、その後、１３ページからの教育長及び教育委員によ

る教育委員会の活動状況についての点検・評価まで作成が終わっ

ております。 

そして、２０ページ以降の点検・評価シートにつきましては、

所管課による自己評価と部長評価の内容を踏まえ実施されました

点検・評価会議の評価までが終了しております。 

資料２２ページを御覧ください。本日の会議終了後に予定して

おります学習会を踏まえまして、表の一番下の欄、教育長・教育

委員の評価を行ってまいります。 

点検・評価会議の評価といたしましては、資料１９ページの主

要施策一覧に示しております２０施策中、Ａ評価が３施策、こち

らは、№８、№９、№１５の３施策、Ｂ評価が１５施策、Ｃ評価

が２施策となっております。Ｃ評価の２施策につきましては、№

４と№１９となってございます。 

今後の予定といたしましては、教育長・教育委員の評価を経ま
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して、学識経験者による総合評価をいただき、８月の定例教育委

員会会議に議案として提出いたします。そして、その後、９月の

第３回市議会定例月会議にあわせまして議会に報告をしてまいり

ます。 

説明は以上となります。よろしくお願いします。 

佐藤教育長 こちらについてはいかがでしょうか。 

―特になし― 

佐藤教育長 よろしいですか。 

それでは、続きまして（３）次期学校ネットワークシステム更

新方針（案）について、説明をお願いします。 

 学校教育課長 それでは、協議事項（３）次期学校ネットワークシステム更新

方針（案）について御説明いたします。協議事項（３）を御覧く

ださい。 

平成３０年度に導入いたしました現在の学校ネットワークシス

テムにつきましては、令和５年９月３０日で賃貸借期間が満了す

ることになります。このため次期のシステムへ更新するわけです

けれども、この更新に当たりましては、教職員が子どもたちと向

き合う時間を確保すること、また、効率的な校務処理、それから

教育活動の質の改善、教職員の負担軽減などを目的としまして、

システム更新に関する基本的な考え方の方針としてまとめたもの

でございます。 

項番２、現状の把握、（１）現行システムの課題を御覧くださ

い。こちらは、ア、校務支援システムの課題といたしまして、中

学校の成績処理に必要な機能を満たしていない、また、実情に即

した運用ができないなど８項目を課題として上げております。 

また、その下のイですけれども、ネットワーク全体に関する課

題としましては、外部メールの管理が大きな負担となっているこ

とや、出欠状況の報告に多くの時間を費やしていること、また、

教育委員会と学校との連携がスムーズではないということなど、

７項目を課題として上げているところです。 

２ページ目の（２）を御覧ください。こちらは平成３０年度の

導入当時からの環境の変化をまとめたものになります。現在は、

ＧＩＧＡスクール構想によりまして、児童生徒１人１人に学習用

端末があります。全校で学習用無線ネットワークも整備され活用

されている状況です。また、感染症への対応として、オンライン

学習、また教職員の在宅勤務の環境などの整備も一部では求めら

れている部分もございます。また、情報セキュリティ対策の強化

が必要になってくるほか、市長部局では、令和５年１月から電子
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決済の運用開始をする予定でおりまして、学校などにおきまして

も、このような電子化による効率化が求められている、とまとめ

ております。 

次に、項番３、次期システムで実現を目指す姿を御覧ください。

こちらは、現在の課題と環境の変化などを踏まえて、次期システ

ムで実現を目指す姿をまとめたもので、教職員の負担軽減、スマ

ートスクール構想の実現、学校業務の改善など６項目を抽出して

おります。 

続きまして、項番４ですけれども、更新方針になります。目指

す姿などを踏まえまして７項目の方針を定めております。（１）

では、実際にシステムを使用する教職員の意見を踏まえて必要な

機能を決定するということ。また、（２）から（４）につきまし

ては、各課題を解決するための方向性として示しております。そ

れから、（５）につきましては、整備済みの校内無線ネットワー

クを活用することで、できるだけ費用を抑えること。（６）では、

混乱を避けるためにシステムの移行時期を令和６年４月からとす

るということ。また、（７）では、校務支援システムとネットワ

ーク環境を一括して構築すること、また、クラウドサービスや在

宅勤務などについても検討を行うこととしております。 

次に、項番５になりますけれども、推進体制です。次期学校ネ

ットワークシステム検討委員会及び作業部会を本年４月に設置い

たしまして、現在、取組を進めているところです。これまで検討

委員会を２回開催したほか、疑問点の整理などを行う作業部会を

４回、また、これとは別に、システム事業者によるデモに作業部

会のメンバーも出席していただきまして、実施をしてきておりま

す。 

４ページを御覧ください。項番６、更新スケジュールになりま

すけれども、本日の御協議でいただいた御意見をもとに、今後、

検討委員会によって更新方針を決定したいと考えております。ま

た、更新の決定後には、システム事業者に対して情報提供依頼、

７月の２段目のところになりますけれども、これを行いまして、

情報を集めた上で、令和５年度予算を要求し、令和５年４月に事

業者を選定していきたい、そのようなことを考えているところで

す。 

なお、現行のシステムにつきましては、令和５年９月３０日で

賃貸借期間が満了するわけですけれども、賃貸借期間を延長した

上で、令和６年５月までの延長を考えておりますが、新システム

を令和６年４月に稼働を開始したいと考えております。 
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説明は以上になります。御協議、よろしくお願いいたします。 

佐藤教育長 ありがとうございました。かなり積み上げてきているものでは

ありますが、まだまだこれからも不透明な部分がありますけれど

も、いかがでしょうか。 

牛田委員 現在の状況というか現状について、基本的なことですが、確認

という意味でお尋ねします。個々の教職員に対してのメールアド

レスの付与というのは個人にされているのかどうか。そして、付

与されているのであれば、市内の教職員間の中でメールの送受信

も可能なのかどうか。あるいは、個人に付与されているメールア

ドレスは、どこまで公にされているのか、あるいは許されている

のか、できるのかということと、教職員のタブレット端末を家に

持ち帰ってもいいのか、持ち帰って作業ができるのかどうか。本

当に基本的なことなのだけれども、今の状況がよく見えていない

ので、教えていただけますか。 

佐藤教育長 まず、校務支援システムの状況の部分とグーグルの部分と分け

て話したほうがいいと思うのですけれども、どうぞ。 

 学校教育課長 まず、今、教育長がおっしゃっていましたが、ＧＩＧＡスクー

ル構想で整備しました端末等のシステムと、平成３０年度に入れ

ました校務システムのネットワークが、実は別ネットワークにな

ります。ですから、タブレット端末につきましては、児童生徒に

１台お配りしているものと同様に、先生方も当然、自宅に持って

帰っていただいて使うことも可能なのですけれども、それと校務

システム、いわゆる学校のお仕事で使う部分のシステムは別にな

っておりまして、タブレットを持って帰ってもお仕事はできない

という形です。そこのことが一番、例えばお子さんの出席の連絡

などをタブレットを通じていただいても、校務システムとは連携

がとれていないのが現状であります。 

それから、最初に御質問がありましたメールアドレスの件です

けれども、現在、外部と連絡ができるメールアドレスにつきまし

ては、各学校に組織として１つ与えております。これは、秦野市

全体の中での外に向けて発信、受信ができるメールアドレスは、

組織ごとに各課で１つという形をとっておりまして、個人にはア

ドレスを割り当てておりません。ほかの市町村では、個人でも外

部のメールをアドレスとして持っているところもあるのですけれ

ども、秦野市の場合には、外向きには一切やっていないという状

況です。 

あと、同一環境の中では、タブレット端末の中で、恐らく先生

方同士ではつながることは可能だと思いますけれども、市の職員
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の使っておりますシステムの中でのメールのやりとりというの

は、個々の先生方とは今もできない状況になっています。ですか

ら、システム自体のネットワークが学校に２つあって、それと市

が使っている、いわゆる我々が通常仕事で使うネットワークとは、

別に存在しているという状況です。 

今回、検討部会などで検討を進める中でも、学校の先生から、

外部からのメールの処理は非常に、特に教頭先生の負担だという

お話は聞いております。そこにつきましては、グーグルのほうの

アカウントが今それぞれの先生方に割り当てられている部分があ

りまして、そういうところをきちんと活用することで解決できる

部分もあるのではないかというお話も検討会の中でしてはおりま

すけれども、今の段階では、外部との接続、それから内部の中で

のメールのやりとりについても、今お話ししたような状況だった

と思います。 

佐藤教育長 ３系統あって、それぞれが分離しているということと、クロー

ズの空間と外部とつながっている部分があって。ただ、今の説明

の中にあったように、今、保護者からの欠席の連絡をグーグルで

対応するということが急速に進んでいまして、ある学校と教育研

究所とのコラボレーションの中で、電話で欠席連絡を受けなくて

済むという形は、今急速に進んでいます。ただ、学校教育課長が

説明された、それがどう統合されていくかもこのネットワークの

大きな鍵になるので、市全体のセキュリティポリシーとの整合性

もありますので、一概にほかの市町とも同じようにできる部分ば

かりではない。いずれにしても現場の意見を聞いてなるべくいい

ものをというのは、非常に頑張ってくれているかと思っています。 

よろしいですか。 

ほかはいかがでしょうか。 

よろしいですか。 

それでは、次に、その他（１）令和４年度園・校における防災

訓練の結果について、説明をお願いします。 

 教育総務課長 令和４年度園・校における防災訓練の結果について、その他（１）

と記した資料を御覧ください。 

令和４年６月１０日を基準日といたしまして、中学校区ごとに

実施日を決め、６月８日、６月１４日を含め３日間で防災訓練を

行いました。 

訓練結果につきましては、２にまとめてございますけれども、

参加した児童・生徒・園児数合計１万１，８３４人で、そのうち

一時保護した児童・生徒・園児の数は５５６人、４７％となって
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おります。 

また、訓練の結果を踏まえまして、園・校から出た意見、課題

を３以降でまとめてございます。内容につきましては、訓練環境、

保護者の防災意識、訓練の必要性の３項目に整理させていただき

まして、合計４１件の意見・課題をいただいております。その主

な内容は（２）に示しておりますけれども、このような意見を踏

まえまして、資料２ページ、項番４になりますが、来年度に向け

た課題と今後の対応ということで整理をしております。 

まず、訓練環境につきましては、地震などの災害がいつ、どん

なときに発生するか予測できないものであることから、今回生じ

た課題を災害時に置き換えた中で、具体的な対応策について園・

校と協議しながら、より良い方法を検討していきたいと考えてお

ります。 

また、（２）の保護者の防災意識につきましては、防災意識に

非常に関心が高い保護者がいる一方で、依然として訓練参加に際

し意識の低い方も見られるというような状況がございます。以上

のことから、引き続き訓練の意義、目的、また訓練の成果につい

て、各校の創意工夫を生かしながら、保護者に対し周知・啓発を

図り、防災意識の向上につなげていきたいと考えております。 

また、訓練の必要性でございますが、新型感染症の影響により

まして、園・校によっては２年間引き取り訓練を実施することが

できなかったところもございます。そのためか、学校間・職員間

での連携不足や認識不足が見られたという意見もいただいており

ます。このようなことから、継続的な引き取り訓練実施の必要性

を確認したところでございます。様々な意見を参考としながら、

新型感染症対策も含め、様々な天候や場面を想定したシミュレー

ションを行い、それを実際の訓練でやってみる、そして、その検

証を行うことで、緊急時に円滑に安全確保行動に移せるよう、学

校、園、保護者の防災力の向上を図っていきたいと考えておりま

す。 

報告は以上となります。 

佐藤教育長 今報告がございました。いかがでしょうか。御意見、御質問等

ございましたら。 

牛田委員 １点だけ、「ああ、そうだね」と思わず納得してしまったとこ

ろがあってね。２ページですが、２つ目の段落でしょうか、「実

際の災害時にはトイレが使用できなくなることから、簡易トイレ

の設置等の訓練など」が必要だと書いてあるので、そのとおりだ

なと感じています。実際に災害が発生したときには、校舎につい
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ても、どの程度の損壊状況なのか、専門家による危険度判定を受

けないと校舎に入れないと思うのですね。校舎に入れたとしても、

パイプ等が破損してしまって、水も飲めない、水も来ないという

ような状況もあると思うので、やはり仮設トイレ、簡易トイレを

日ごろから備える訓練をしておくことは必要ではないかと思いま

すね。 

１ページの訓練結果のところで、一時保護した子どもが、小学

校５３名、中学校は５００名を超えているということで、実際の

発災時には数がもっと多くなるだろうと思うのですね。そうする

と、これは、場合によっては、もうその都度、その場面に仮設ト

イレを、子どもたちを帰した後でもいいけれども、仮設トイレを

迅速に手際よくつくれるような訓練は、ＡＥＤと一緒で、あって

も使えないような状況ではいけないと思うので、やはり簡易トイ

レとか仮設トイレとかを手際よくつくれるように、日ごろから訓

練しておくことは大事かと思いました。 

以上です。 

佐藤教育長 ありがとうございました。 

ほかはいかがでしょうか。 

小泉委員 あくまでも感想かもしれないですけれども、私が子どもを迎え

に行ったのはもう２０何年前ですが、そのころ、ある防災訓練で、

校庭に集合だったのですね。校庭に集合で、校舎の前あたりに子

どもたちが座って並んでいて、父兄の皆さんは、それから大分離

れたところで先生方のお話を聞きつつ子どもたちの引き取りを待

つという感じだったのです。やはりお母さん方、保護者の方の防

災意識の低さがそのときはすごく気になったのです。なぜかとい

うと、先生方が子どもたちに話をしてくださっているのに、親御

さんのほうが、久しぶりにその場で会ったので、おしゃべりをし

ていらっしゃるのがすごく気になった経験があるのですね。 

防災意識は、今いろいろなところで日本は災害がとても頻発し

ていて、高くはなってきていると思うのですが、やはり意識のな

い方とある方の差がすごく大きいと思うのですね。その辺で、少

しでも、子どもたちが一生懸命防災頭巾を暑い中かぶって訓練を

しているので、その辺で、保護者のほうがもうちょっと真剣に取

り組めるような状況ができたらいいなと思います。ただ、ちょっ

と離れ過ぎていたというのがそのときにすごく気になったので、

各校、どんなふうに引き取りをされているのかというのが少々気

になりました。もし何か、こんな工夫をされているということが

ありましたら、お願いします。 
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 教育総務課長 今、小泉委員がおっしゃられたような形での引き取りの体制は

現在も続いていると認識しているところです。確かに、子どもた

ちが一生懸命やっているのにというところもありますので、保護

者たちが、どこで、どう待機して、実際に引き取りをしていけば

いいかというところは、今後また検討していきたいと思います。 

ありがとうございました。 

佐藤教育長 よろしいですか。 

飯田委員 私も、２ページのイの保護者の防災意識についてちょっと思っ

たのですが、中段あたりで、引き取りに来る途中で危険箇所につ

いて、保護者から情報提供があったと、これは本当にいいことだ

と思います。もちろん子どもたちが通っている通学路を通ってき

たのではないかと思うのですが、本当に防災訓練なのですが、そ

ういった通学路の安心・安全にもつながるような情報があってよ

かったと思うのですが、これは、あえて先生方が「どこか危険な

場所はありませんか」と聞いたのではなく、保護者自ら、こうい

うことがありますという報告をされたのですか。 

 教育総務課長 飯田委員がおっしゃるとおり、保護者の方が自ら歩いてくる中

で、危険箇所を意識して見てきた中で、ここは気になりましたと

いうような報告をいただいたと聞いております。 

佐藤教育長 教育委員会からも、今、小泉委員からもお話をいただきました

けれども、もう少しアナウンスしていきたいなと個人的には思い

ました。 

ほかはいかがですか。 

委員 私も、２ページの保護者の防災意識についても同じことが書か

れていますね。引き取り時間を待っているとか、車で来たり、サ

ンダルでとか。同じような記述を見たような気がするのですけれ

ども、これは、やるときには、こういうことをしてはいけないよ

というのはお伝えしているのですよね。わかりました。 

佐藤教育長 ほかはどうでしょうか。よろしいですか。 

それでは、会議を非公開とする前に、次回の日程調整をお願い

します。 

 事務局 次回、定例教育委員会会議の日程ですけれども、８月１９日金

曜日、午後１時３０分から、こちらの会場で予定しておりますの

で、よろしくお願いします。 

事務局からは以上です。 

佐藤教育長 次回の日程調整ということで、８月１９日金曜日でお願いいた

します。 

それでは、ただいまから会議を非公開といたしますので、関係
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者以外の方の退席をお願いしたいと思います。 

―関係者以外退席― 

 


